
 

 

 

第７回神戸市における災害時要援護者支援のあり方検討会 

 

日時：令和２年１月17日（金）13時 30分～15時 30分 

場所：神戸市役所１号館14階大会議室 

 

会 議 次 第 

 

１ 開会 

 

２ 議題 
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神戸市における災害時要援護者支援のあり方検討会開催要綱 

平成 30 年 12 月１日 

保健福祉局長決定 

（趣旨） 

第１条 市の災害時要援護者支援のあり方について，専門的な見地及び市民の立場から幅広く意

見を求めることを目的として，神戸市における災害時要援護者支援のあり方検討会（以下「検

討会」という。）を開催する。 

（委員） 

第２条 検討会に参加する委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。 

 (1) 学識経験を有する者 

 (2) 要援護者支援に関する専門的な知識を有する者 

 (3) 前２号に掲げる者のほか，保健福祉局長が特に必要があると認める者 

２ 前項の規定により委嘱する委員の人数は，８名以内とする。 

 （任期） 

第３条 委員の任期は，３年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

（会長の指名等） 

第４条 保健福祉局長は，委員の中から委員長を指名する。 

２ 委員長は，会の進行をつかさどる。 

３ 保健福祉局長は，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，前項の職務を代行

する者を指名する。 

（検討会の公開） 

第５条 検討会は，これを公開とする。ただし，次のいずれかに該当する場合で，保健福祉局長

が公開しないと決めたときは，この限りでない。 

(1) 神戸市情報公開条例（平成 13 年神戸市条例第 29 号）第 10 条各号に該当すると認められる

情報について意見交換を行う場合 

(2) 検討会を公開することにより公正かつ円滑な検討会の進行が著しく損なわれると認められ

る場合 

２ 検討会の傍聴については，神戸市有識者会議傍聴要綱（平成 25 年３月 27 日市長決定）を適

用する。 

（関係者の出席） 

第６条 保健福祉局長は，必要があると認めるときは，検討会への関係者の出席を求め，説明又

は意見を聴取することができる。 

（施行細目の委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，検討会の開催に必要な事項は，保健福祉局高齢福祉部長

が別に定める。 

 

   附 則（平成 30年 12 月１日決裁） 

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成 30 年 12 月１日より施行する。 
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これまでの検討の経過と要援護者支援方針（更新案）のとりまとめについて 

 

（第１回～第３回検討会） 

災害時の要援護者支援に関する全般的な課題整理を行ったうえで、風水害時の要援者

支援が急務であるとして、風水害対策について集中的に議論を行ってきた。特に、風水

害の特徴として、気象情報を基に短期間・局地的な災害が想定されること、災害想定に

即した避難準備や避難行動が可能であること、さらに、災害範囲が土砂災害警戒区域等

に限定的で避難対象者が比較的少数で、１日程度の短期間の場合が大半であるとして整

理された。 

それらの課題（災害が発生する恐れのある段階）への対応策として、「緊急避難場所（避

難所）での要援護者の早期の情報把握や必要な健康相談の実施」、「要援護者の方に配慮

した“福祉避難スペース”の拡充」、「要援護者用の物資の提供」等について、今後、可

能なものから対策を講じるべく、必要な検討を進めていくこととした。 

 

 

（第４回検討会）【「災害時における要援護者支援方針」（素案）のとりまとめ】 

風水害への対応を検討するうえでの、中長期に渡って対応が必要な項目も含め、市が

取り組むべき支援方針（素案）をとりまとめた。 

 

 

（第５回から第６回検討会） 

大規模災害時の要援護者支援として、「災害時における要援護対象者のあり方」や「基

幹福祉避難所」の運用、「共助による要援護者支援の取り組み」等について、議論を行っ

てきた。 

「要援護対象者のあり方」については、現在の災害時要援護者リストの対象者である

約17.9万人全てに個別支援計画を策定することは現実的ではないとの意見も出され、ケ

アプラン等に「災害時の避難先」や「緊急連絡先」を新たに追加で記載し、「簡易な個別

支援計画」とすることで避難行動につなげる取り組みの検討を進めた。 

また、令和元年 9 月から各区役所に設置した保健師による「保健班」を有効に機能さ

せるため、基幹福祉避難所の運用を整理することとした。 

 

 

（第７回検討会）【「災害時における要援護者支援方針」（更新案）のとりまとめ】 

このたび、大規模災害を踏まえた「災害時における要援護者支援方針」（更新案）とし

てとりまとめた。 

方針内容について着実に実施していくとともに、残された課題に対して、引き続き検

討を進めていく。 

資料１－１ 
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災害時における要援護者支援方針 

【更新案】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年１月 

 

神戸市 

 

 

 

資料１－２ 
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要援護者支援方針の策定について 

 

 本市においては、平成７年の阪神・淡路大震災以降、災害時における要援護者支援に

取り組んできており、「神戸市における災害時の要援護者への支援に関する条例」（平成

25年４月施行）に基づき、共助の仕組みや地域づくりを推進するとともに、要援護者の

ための「福祉避難所」や、災害時に市の要請を受けて即時に開設し、また、震度６弱以

上の地震が発生した場合には、市の要請を待たずに開設する、市独自の福祉避難所であ

る「基幹福祉避難所」の整備を進めてきた。 

一方で、平成30年度は、大阪府北部地震や、台風・豪雨災害により土砂災害や浸水等、

市内各地で多くの災害が発生しており、各避難所における要援護者受入体制の整理をは

じめ、風水害への対応も急務であった。 

これら、災害時要援護者支援に関する様々な課題について検討するため、「神戸市にお

ける災害時要援護者支援のあり方検討会」を立ち上げることとした。 

 

検討会では、平成31年２月15日開催の第１回から、令和元年1月17日の第７回まで、

多くの議論を重ねてきた。 

併せて、本市においても検討会の議論を踏まえた施策の検討を進めてきた。 

 

特に、要援護者支援を充実させていくにあたり、阪神・淡路大震災で培われた「自助・

共助・公助」について、災害に対する市民の意識付け、社会福祉施設等との連携、避難

所体制の整備等、取り組みを一層進めていく必要がある。 

 

○ 「要援護者自身が家族や支援者の助力を得ながら、日頃から災害時における避難 

場所・避難行動を確認しておくなどの『自助』の取り組み」 

○ 「高齢化に伴い誰もが要援護者になりうることを踏まえて、地域における支え合 

い、避難行動支援を進めるなどの『共助』の取り組み」 

○ 「基幹福祉避難所や福祉避難所、福祉避難スペースの機能を充実させるとともに 

24時間在宅人工呼吸器装着患者や重度心身障害児者の個別計画策定を推進する 

などの『公助』の取り組み」 
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また、これまでの災害への備えとして「地震等の大規模災害」を想定していたところ、

昨今、全国各地で多発している「風水害」にも対応していくことが求められている。 

〔参考資料１：「風水害・地震等大規模災害の特徴と要援護者支援の段階」〕 

 

本市においても、令和元年９月１日より、各区で保健師による「保健班」を発足させ、

緊急避難場所における要援護者の健康状態の把握や避難先の調整の実施等、「風水害」時

における災害の発生するおそれのある段階からの体制整備を図ったところである。 

〔参考資料２：「要援護者の避難先・支援関係図」〕 

 

 

今回、これまでの検討会での議論を踏まえ、要援護者支援に関する、本市として取り

組むべき事項を方針として取りまとめたものである。 

要援護者支援には様々な課題が山積しており、検討に時間を要するものもあるが、残

された課題に対して引き続き検討を行い、可能なところから取り組みを進めることによ

り、支援の充実を図っていく。 
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風水害・地震等大規模災害の特徴と要援護者支援の段階 

 

＜災害種別ごとの特徴＞ 

 

  風水害 地震・津波等大規模災害 

予測可能性 気象情報を基に災害想定が可能 予測不可 

避難準備 災害想定に即した避難準備や避難行動が可能 避難準備行動不可 

災害範囲 
土砂災害警戒区域・浸水想定区域が中心（局地的） 

避難者は避難区域に限定的で少数 

広範囲に及ぶ恐れが高い 

避難者数は多数を想定 

避難期間 
１日程度の短期間の場合が大半 

（平成30年度の豪雨災害時は５日間、灘区は１ヶ月） 
中長期に及ぶ避難生活を想定 

避難先 災害地域に近い緊急避難場所（屋内） 
緊急避難場所（屋外）から災害

状況に応じて避難所に移行 

要援護者 

の把握 

避難区域の要援護者を対象 

危険な区域に限定して把握を進めることは可能 

市域全域の要援護者を対象 

全対象者の把握が必要 

 
 
 

＜要援護者支援の段階（点線囲み部分は、特に風水害時）＞ 
 

              （時系列） 

     平常時        災害発生の恐れ    発災後 

                ・緊急避難場所運営   ・避難所運営 

 ・個別支援計画 

    ・訓練         ・情報把握       ・情報把握 

・移動手段       ・移動の支援       ・移動の支援 

    ・物資・備蓄      ・物資の提供      ・物資の提供 

    ・避難スペース確保   ・基幹福祉避難所開設  ・基幹福祉避難所等開設 

            

   災害予測      避難準備           災害発生       災害収束 

 

〔参考資料１〕 
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【項目名】（１）行政による情報把握・支援体制の充実          

 

【施策名】① 緊急避難場所（避難所）における要援護者の把握及び対応 

目的 

緊急避難場所（避難所）へ避難してきた避難者のうち、特に配慮が必要な要

援護者を迅速に把握するとともに、それぞれの特性に応じ、適切に対応できる

ように必要な環境整備を行う。 
※緊急避難場所は、命を守ることを最優先に、災害の危険から逃れるための場 
所のことであり、津波であれば浸水のおそれがない広場、風水害なら洪水や土

砂災害のおそれがない学校の建物など、災害ごとに指定されている。 
※避難所は自宅が被災して帰宅できない場合に、一定期間、避難生活を送るた 
めの場所であり、小学校や中学校などが指定されている。 

内容 

  緊急避難場所（避難所）の避難者のうち、特に配慮が必要な要援護者の対応

について、従来は各区でマニュアルが整備されていたが、要援護者の支援を

充実させるため、福祉避難スペースの開設や基幹福祉避難所等への移送等の

手順について全市共通のマニュアルを令和元年9月に新たに整備。 

  緊急避難場所（避難所）において要援護者を確実に把握できるよう、現行の

「避難所避難者名簿」を要援護者の身体状況等を記載する「避難者調査票」

へ改訂し、令和元年9月に全市で統一化。 

調整中の 

課題 

  ICT（タブレット等）を活用した情報連携の仕組みについて検討する。 

所管 保健福祉局生活福祉部くらし支援課 
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※太枠部分は必ずご記入ください。他の記載欄は職員が記入します。

氏　名

連絡先

歳

続柄

歳

続柄

歳

続柄

歳

聞き取りメモ（職員記入欄） 記入者名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

安否確認のための問合せへの対応（氏名及び住所）に同意しますか？（　同意する　・　同意しない　）

氏名
年齢
続柄

フリガナ

年　　　月　　　日 生　

（　　　　）　　　　　－

〒　　　-

　　①記入時点

　　③代表者氏名

　　④住　　　所
住　所

⑧親族
などの
連絡先

〒　　　-

年　　　月　　　日　　　時　　　分 　②入所日 年　　　　　月　　　　　　日

　　⑤電話番号

　　⑥電話番号（携帯）

 ⑩避難場所

 ⑨自宅の被害状況

（　　　　）　　　　－

（　　　　）　　　　－

※この用紙に記入していただく情報については、食料や物資の配布、健康に関する支援などを行うため災害対策本部と
情報を共有しますが、それ以外に使用致しません。

退所年月日

ア．要介護３以上
イ．障がい　（身体・知的・精神・発達・内部）
ウ．難病
エ．妊産婦・乳幼児

転出先

年　　　月　　　日 生　

ア．要介護３以上
イ．障がい　（身体・知的・精神・発達・内部）
ウ．難病
エ．妊産婦・乳幼児

年　　　月　　　日 生　

避難者調査票

□ライフライン不通（電気　・　ガス　・　水道　・　電話）　　　□余震が不安
□自宅の片づけができない　　□必要な物資が手に入らない
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）

　緊急避難場所名　( 　　　　   　　          )

　　　　　　　⑬以下に該当するものがあれば
　　　　　　　　 項目を○で囲ってください

⑭備考欄
（病気や食物アレルギーなど）

　　⑦車種・色・ナンバー

代表者

　　⑪避難場所滞在理由

⑫家族構成など

□建物内（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□車中泊（避難場所敷地内）
□持参テント（避難場所敷地内）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□全壊　□大規模半壊　□半壊　□一部損壊
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご家族
等

ご家族
等

ご家族
等

年　　　月　　　日 生　

ア．要介護３以上
イ．障がい　（身体・知的・精神・発達・内部）
ウ．難病
エ．妊産婦・乳幼児

ア．要介護３以上
イ．障がい　（身体・知的・精神・発達・内部）
ウ．難病
エ．妊産婦・乳幼児

取扱注意調査票No.（ ）
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【項目名】（１）行政による情報把握・支援体制の充実                 

 

【施策名】 ② 保健師健康相談体制及び要援護者避難先選定基準の整備           

目的 

 緊急避難場所（避難所）の避難者が避難生活において健康に過ごせるよう、

避難者の健康状態の把握と必要な支援を迅速に行うための体制を整備する。ま

た、要援護者に対し、適切な避難環境を整える。 

内容 

・これまで発災後には、区役所に【保健救護班】を設置し保健師が被災者の健

康相談に対応する体制をとっている。令和元年９月より、防災指令2号発令

（災害の発生の恐れがある）時にも、各区において保健師が区役所等で待機

し、緊急避難場所から要援護者にかかる相談対応を行なう体制を新たに整備

【保健班の設置】。 

・保健師は、必要に応じて緊急避難所等に訪問し、避難者に対する健康相談を

実施し、要援護者の健康状態に応じた医療や介護等が受けられるよう、適切

な避難場所を判断し、移送等に係る調整・支援を行なう。 

・要援護者の特性に応じた避難場所について、適切に判断できるよう「要援護

者避難先のめやす」を整備する。 

・避難者に要援護者が多いなどで、当該区の保健師のみでは対応が困難な場合

は、区を超えた応援体制をとる。また、大規模災害時には他都市等からの応

援を得て健康相談体制を整備する。 

調整中の 

課題 
－ 

所管 保健福祉局保健所調整課 
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要援護者避難先のめやす 

避難先 状態像 備考 

医療機関（入院） 

・継続的な医療行為を必要とする状態（介護者による

医療的ケアができない場合など入院が望ましい状

態） 
・病状が不安定な場合 

 

福祉施設（入所） 

・日常的に介護が必要な状

態（目安：要介護 3 以上、

障害支援区分 4 以上、認

知症による徘徊症状があ

る、車椅子での生活が必

要な状態等） 
・障害などの症状（中度）

のために、福祉避難スペ

ースでの避難生活も困難

な場合。 

・入所基準に該当 
・介護者なし 

 

基幹福祉避難所 

・介護者あり 
・継続的な医療行為を必

要とするが、避難が短

期であり、介護者によ

る医療的ケアができ

る場合 

 

福祉避難所 
（※福祉避難所が開設された場合は、基幹福祉避難所

に準ずる。ただし、地域福祉センターは除く。） 

 

福祉避難スペース 
 

・日常生活に配慮が必要な状態（障害の症状（軽度）

のために、集団では生活が困難な場合など） 
・日常生活は概ね自立しているが、コミュニケーショ

ンにおいて配慮が必要（視覚・聴覚障害） 本人への配慮

が必要 
 

・病気または治療により免疫力が低下しており、集団

生活では感染しやすい 

・妊産婦（静養が必要な場合など） 
・新生児・乳児 
・幼児（夜泣き、不安が高いなど） 周囲への配慮

が必要 感染症対応スペース ・発熱、嘔吐、下痢など感染症症状がある場合 

緊急避難場所（避難所） 
・疾病等はあるが、服薬等により病状が安定している。 
・日常生活が自立または見守りにより可能。 
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【項目名】（２）緊急避難場所・避難所機能の充実           
 

【施策名】 ① 基幹福祉避難所・福祉避難所の開設                      

目的 

緊急避難場所（避難所）での滞在、生活が困難であると判断される者を対象

に、区・保健センターからの要請に基づく基幹福祉避難所・福祉避難所での受

入を行う。 
※基幹福祉避難所は、市独自の福祉避難所であり、災害時に市が要請した場合

に避難所として即時に開設する他、震度６弱以上の地震が発生した場合は、市

の要請を待たずに施設運営者が自ら開設を行う。 
※福祉避難所は、一般の避難所では生活が困難な要援護者のために、二次的に

開設する避難所であり、災害発生後５日以内に開設する。 
※基幹福祉避難所においては「保健班（保健救護班）」が避難先の選定を行っ

た際の受け入れ先として、枠（空きスペース）を確保しておく。また、原則、

緊急入所への対応は行わず、基幹福祉避難所としての受け入れを優先する。 

内容 

緊急避難場所（避難所）での滞在、生活が困難であると判断される者を対象

に、区・保健センターからの要請に基づく基幹福祉避難所等での受入を行う。 

※風水害時においては、警戒レベル３（高齢者等は避難）が発令された場合を

目安として受入を行う。 

【受入手順】 
①区・保健センターは避難者のうち、滞在・生活が困難であると判断される

者を選定する。 
（「保健班（保健救護班）」によるトリアージ・スクリーニングを行う。） 
②区・保健センターは、基幹福祉避難所等へ連絡し、対象者の状況を伝えた

上で、受入を要請する。 
③基幹福祉避難所等は、施設の被害状況等を踏まえ、受け入れを検討する。 
（受け入れの可否を回答する。） 
④（受け入れが可能である場合は）対象者は、基幹福祉避難所等へ移動する。 
⑤基幹福祉避難所等は市に要援護者の受入報告を行う。 

※要援護者は、まずは、緊急避難場所（避難所）へ避難することを前提とする

が、保健班の判断により、自宅から直接、基幹福祉避難所へ避難してもらうと

も想定する。 

調整中の 

課題 

緊急避難場所（避難所）から基幹福祉避難所等への移送については、原則要

援護者の家族等が行うが、やむを得ない場合においては、要援護者の送迎（移

送）について、施設に協力を依頼することを検討。 
（施設連盟と調整を行い、受入施設やその他近隣施設による移送協力の枠組み

を構築していく。） 

所管 
保健福祉局高齢福祉部高齢福祉課 
保健福祉局生活福祉部くらし支援課 
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【項目名】（２）緊急避難場所・避難所機能の充実            

 

【施策名】 ② 福祉避難スペースの充実                   

目的 

 緊急避難場所（避難所）の中に、専門性の高い支援は必要としないものの、

避難生活に困難が生じる要援護者が過ごせる空間（福祉避難スペース）を整備

する。 

内容 

  緊急避難場所（避難所）の避難者のうち、集団生活が困難な方や、基幹福祉

避難所等への移送を待つ要援護者が一時的に過ごせる空調のある別室を確

保する。 

  現在、緊急避難場所（避難所）335箇所のうち175箇所で福祉避難スペース

を設置済。 

今後、特に風水害時に開設する可能性が高い緊急避難場所の優先的な充実に

向けて取り組む。 

調整中の 

課題 

1．運営体制の確保 

災害時に福祉避難スペースとしての機能や役割を充分に果たすための以下の

事項に取り組む。 

① 福祉避難スペース未設置の緊急避難場所（避難所）における、新規設置に

向けた調整。 

② 現物備蓄や近郊への備蓄拠点設置などの方法により、避難した要援護者に

必要な物資を迅速に調達できる体制を検討。 

 

2．地域福祉センターの活用 

・現在は福祉避難所である地域福祉センターを、福祉避難スペースとして活用

することについて検討を進める。 

所管 保健福祉局生活福祉部くらし支援課 
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【項目名】（２）緊急避難場所・避難所機能の充実           

 

【施策名】 ③ 福祉避難所における訓練の実施            

目的 
災害発生時に迅速かつ円滑に福祉避難所の開設・運営ができるよう、平時

から各指定施設での訓練の実施を推進する。 

内容 

  福祉避難所は、災害発生後、避難所では生活が困難な要援護者のために開

設する二次的な避難所である。全国的に、過去に発生した災害において、開

設・運営のためのマニュアルの未整備などにより、円滑な開設・運営に至ら

なかったところである。今後、協定を締結している各施設連盟を通じて、社

会福祉施設ごとの福祉避難所開設運営訓練の実施を推進する。 

① 年に一度の机上訓練、2～3年に一度の実地訓練の実施。 

② 福祉避難所の開設・運営に関するマニュアルの整備の推進。 

③ 福祉避難所の開設を迅速に行うため、施設ごとの事業継続計画（BCP）

や避難確保計画等策定の支援。 

調整中の 

課題 

・障害者の受け入れに対する「障害者支援センター」との連携（情報共有）。 

（障害者支援センターは、障害者の地域での生活を支援する拠点として、災

害時においては障害者の避難支援を担う。） 

・福祉避難所の開設・運営に必要な人的・物的資源の確保について、災害時

における社会福祉施設間の相互応援体制や仕組みについて各施設連盟・協

会と検討する。 

所管 
保健福祉局生活福祉部くらし支援課 
保健福祉局障害福祉部障害者支援課 
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【項目名】（２）緊急避難場所・避難所機能の充実                            

 

【施策名】 ④ 基幹福祉避難所における訓練の実施               

目的 
風水害時を始めとした自然災害への備えとして、基幹福祉避難所において

様々な状況を想定した開設訓練を継続して実施する。 

内容 

・各施設で策定している要援護者受入マニュアルに基づき、 
 ①災害発生からの入所者・職員の安全確認 
 ②施設の被災状況点検 
 ③避難スペースの確保 
 ④要援護者の受入 等 
 基幹福祉避難所の開設手順や職員の役割を確認する。 
・開設訓練は年１回必ず実施することとし、下記事項を踏まえ、毎年訓練の設

定を変更しながら、基幹福祉避難所の対応力向上（ノウハウの蓄積）を図る。 
①地震災害・風水害における手順の確認 

 ②民生委員・自治会等地域住民との連携 
 ③障害者の受け入れに対する「障害者支援センター」との連携（情報共有） 

（障害者支援センターは、障害者の地域での生活を支援する拠点として、災

害時においては障害者の避難支援を担う。） 

 ④施設長等の責任者不在時や施設職員が手薄な夜間休日等の対応 
⑤関係機関・施設間相互の連携 

調整中の 

課題 
― 

所管 
保健福祉局高齢福祉部高齢福祉課 
保健福祉局障害福祉部障害者支援課 
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【項目名】（２） 緊急避難場所・避難所機能の充実               

 

【施策名】 ⑤ 福祉避難所等における要援護者に対しての必要物資の確

保及び充実                       

目的 
 福祉避難所及び緊急避難場所（避難所）での要援護者の良好な生活環境の確

保を図る。 

内容 

  福祉避難所等において必要となる要援護者の物資については、備蓄拠点（市

内７箇所）における現物備蓄を進めるほか、流通備蓄として協定締結企業か

らの調達をはかる。（セッツカートン株式会社「災害時における簡易ベッド

の調達に関する協定」平成26年３月20日） 

  備蓄拠点から福祉避難所への迅速な物資の調達をはかる。（赤帽兵庫県軽自

動車運送協同組合「災害時における自動車輸送等業務の協力に関する協定」

平成11年７月１日） 

調整中の 

課題 

  市内の備蓄拠点から迅速に調達するためには、備蓄拠点のさらなる整備が必

要。 
  市有スペースの活用及び福祉避難所用備蓄倉庫の確保や社会福祉施設等の

空きスペースも活用し、備蓄拠点の適正配置の検討。 
  新たな災害協定締結により、流通備蓄としての調達先を確保する。 
  福祉避難所に避難した要援護者用物資（例：段ボールベッド）の現物備蓄体

制の必要性を検討する。 

所管 保健福祉局生活福祉部くらし支援課 
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【項目名】（３） 要援護者個別支援の充実               

 

【施策名】 ① 緊急避難場所（避難所）から基幹福祉避難所等への移送 

目的 
 緊急避難場所（避難所）や福祉避難スペースでの生活が困難な要援護者を

基幹福祉避難所等の適切な避難先に移送するための手段を確保する。 

内容 

  基幹福祉避難所等へ要援護者を移送するにあたって、家族等による移送が

困難な場合や、人工呼吸器装着者や重度心身障害児者等のハイリスクな要

援護者を移送する場合に、社会福祉施設の保有する福祉車両を活用した支

援方策の検討を各施設連盟・協会と協働で進める。 

（普通車での対応が可能な方については、一般社団法人兵庫県タクシー協

会との「災害時における輸送業務に関する協定」（平成 26 年７月１日）の

活用も含めて対応する。） 

調整中の 

課題 

  緊急避難場所（避難所）から基幹福祉避難所等の二次的避難所へ要援護者

を移送するための方策として、福祉施設が保有する福祉車両を活用した移

送支援の具体化に向けて、各施設連盟・協会との協議を進める。 

所管 
保健福祉局生活福祉部くらし支援課 
保健福祉局障害福祉部障害福祉課 
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【項目名】（３）要援護者個別支援の充実               

 

【施策名】 ② 個別計画策定の推進                 

目的 

在宅人工呼吸器装着患者及び重症心身障害児者・家族または支援に関わる

ものが災害への備え、また、災害時の適切な支援ができるよう、事前の備え

を中心とした整備を図る。 

内容 

１．個別計画策定への支援 

医療的ケアを要する在宅の人工呼吸器装着患者や重症心身障害児者は、

医療の提供や電源が確保された場所に避難するなど特に配慮を要すること

から、事前に災害時の対応をまとめた個別計画を早期に策定する。 

  策定にあたっては、特に、24時間在宅人工呼吸器装着患者、土砂災害警

戒区域に居住する方から優先的に策定を進める。 

 

２．情報の収集・共有化 

災害時支援を円滑に行うため、「神戸市重度障害児者医療福祉コーディネ

ート事業」における情報登録を進めるとともに、平常時から、訪問看護ス

テーション、医療機関等関係機関との情報共有を行う。 

調整中の 

課題 

  災害時の支援体制について、民間病院協会、第二次救急病院協議会等関係

機関と協議しながら、災害時の受入調整や情報を共有する仕組みについて

調整を行っている。 

所管 
保健福祉局保健所調整課 
保健福祉局障害福祉部障害者支援課 

 

【施策名】 ③ 非常用電源の整備                   

目的 
発災から半日以上の非常用電源を確保することにより、医療提供に空白が

生じることなく過ごすことができる。 

内容 

  24 時間在宅人工呼吸器装着患者が、停電時に利用できる非常用電源（簡

易自家発電装置、ポータブル電源、DC/AC インバータ）の整備が促進で

きるよう検討を進める。 

調整中の 

課題 
― 

所管 保健福祉局保健所調整課 
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【項目名】（３）要援護者個別支援の充実                

 

【施策名】 ④ ケアプラン等への災害避難情報の記載              

目的 

ケアプラン等に災害避難情報を記載することで、介護保険・障害福祉サービ

ス利用者に対する簡易な個別支援計画（避難先・緊急連絡先等）を作成するこ

とにより、自助を促し、要援護者支援の基本的な枠組みの確立を図る。 

内容 

【介護保険サービス利用者】 
・介護保険サービス利用者に対して、日頃より関わっているケアマネジャーと

利用者が普段から話し合ってもらい、「災害時の緊急連絡先」や「避難所」

等をケアプランに記載してもらうことを促進する。 
・ケアプランを簡易な個別支援計画として、介護保険サービス利用者が日常的

に目に付きやすい場所に掲示していただくことを周知する。 
※ケアプランは介護保険サービスの利用計画として、サービス利用者及び

ケアマネジャーが所持するもの（行政は所持しない） 
 
【障害福祉サービス利用者】 
  相談支援専門員が関わっている障害福祉サービス利用者については、「災害

時の緊急連絡先」や「避難所」等をサービス等利用計画に記載してもらうこ

とを促進し、日常的に目に付きやすい場所に掲示していただくことを周知す

る。 
 

調整中の 

課題 

【介護保険サービス利用者】 
  居宅介護支援事業所等への十分な周知が必要 
 
【障害福祉サービス利用者】 
  相談支援専門員が関わっていない障害福祉サービス利用者についての対応

を検討する。 
 

所管 
保健福祉局高齢福祉部介護保険課 
保健福祉局障害福祉部障害者支援課 
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【項目名】（３）要援護者個別支援の充実                            

 

【施策名】 ⑤ 災害時における緊急入所の対応について                      

目的 
災害時に施設への緊急入所が必要な方が円滑に入所できるよう、支援体制を 

構築する。 

内容 

〇施設への緊急入所が必要な方は、できるだけ迅速に順次入所していただくよ

う促す。 
※ここでいう「施設入所」とは短期入所も含む 

〇緊急入所する方とは、以下の２通りが想定される。 
① 自宅から直接入所する方 
② 自宅から避難所へ避難した方で、保健師が選定基準に基づき、緊急入所

が必要と判断した方 
※避難所において、【保健班（保健救護班）】の保健師が、健康相談に応じ、

要援護者の健康状態に応じた医療や介護が受けられるよう、入院や入所を

含む適切な避難場所の選定を行う。 
 
・①の方については、要介護者の場合はケアマネジャー、障害者の場合は相

談支援専門員（以下ケアマネジャー等）がいる場合は、それぞれを通じて

調整、入所 
・②の方のうち、ケアマネジャー等による調整が可能な方については、ケア

マネジャー等が施設と連絡調整、入所 
・②の方のうち、ケアマネジャー等による調整ができない方については、区

災害対策（警戒）本部や地域包括支援センター（あんしんすこやかセンタ

ー）等を通じて適切に支援  
  
※ご自身の安全を最優先に行動することについて、ケアマネジャー等に周知 

調整中の 

課題 
― 

所管 

保健福祉局高齢福祉部介護保険課 
保健福祉局障害福祉部障害者支援課 
保健福祉局保健所調整課 
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【項目名】（３）要援護者個別支援の充実                               

 

【施策名】 ⑥ 共助による要援護者支援の取り組み推進                  

目的 

「神戸市における災害時の要援護者への支援に関する条例」における「市民

が力を合わせて災害時要援護者を支援する」という理念のもと、日頃の見守

りや支えあいを基にした地域における共助の取り組みを進めていく。 

内容 

  津波や河川反乱等の浸水想定区域や土砂災害警戒区域の想定がある地域団

体では、要援護者台帳を活用して、安否確認訓練や避難訓練に取り組んでい

る。（令和元年12月末時点、80地区・団体） 

  未実施の地域に対しては「要援護者支援のガイドライン」や「地域での取り

組み事例集」を作成し、地域での取り組みの進め方や先進事例の紹介等、さ

らなる働きかけを行う。 

  また、地域への働きかけにより機運が高まった地域に対し、要援護者台帳を

提供するだけでなく、専門家（ファシリテーター）派遣や講師（取り組みを

行っている他地区のリーダー）派遣することで、要援護者支援体制の立ち上

げ支援を実施し、安否確認訓練等の実施につなげていく。 

調整中の 

課題 

・要援護者台帳の対象者に関して「避難行動支援」の対象者として整理する。 

・地域団体において、地域の実情に応じて、共助による要援護者支援に取り組

むことが重要であるため、取り組みが進むよう、効果的な啓発を行う。 

所管 保健福祉局生活福祉部くらし支援課 

 



 

29 

今後の課題 

（１）要援護者対象者のあり方 

【現状】 

〇災害対策基本法ガイドライン※1においては、「避難行動支援」を目的に対象者の範

囲と要件を自治体ごとに設定することとしている。本市では、「避難行動支援」のほ

か「生活支援」も対象としている。 

〇第５回検討会において、「現行、神戸市の対象者は17万９千人※2と多く、全員の個

別支援計画を策定するのは現実的ではない」との意見をいただいている。 

【今後の課題】 

〇支援目的は、法令に即して「避難行動支援」の対象者と整理する検討が必要である。 

〇「高齢者」「障害者」を一律の年齢要件や障害者手帳の等級で対象化するのではなく、

例えば、「要介護状態区分」や「障害特性」「障害支援区分」等、重点的・優先的支援

が必要と認める者を要件として設定していく必要がある。 

     ※1 「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取扱指針（平成25年 8月内閣府）」 

    ※2 災害時要援護者リストの対象 

      (1)要介護３以上、(2)身体障害者手帳１・２級、(3)療育手帳Ａ、(4)65歳以上単身高齢者世帯及び 

75歳以上のみで構成する世帯、17.9万人（平成31年3月末現在） 

 

（２）自助・共助の啓発について 

【現状】 

〇「共助」の取り組みでは、地域団体に働きかけを行い、機運の高まった地区から順

次、要援護者台帳を提供している。特に、浸水想定区域や土砂災害警戒区域のある

地域では、安否確認訓練等に取り組まれているところである。しかし、まだ取り組

んでいない地域も多い。（取組地区・団体は 80 地区・団体、令和元年 12 月末現在） 

〇第２回の検討会において「どのように、どのタイミングで避難行動をとるのか。過

去の災害時でも、正常性バイアス（この地域は逃げなくても大丈夫などの考え）に

より避難行動にでないケースも多く見受けられる。日頃からの意識醸成が大切であ

る。」との意見をいただいている。 

【今後の課題】 

〇上記（１）に基づき、対象者の考え方を整理したとしても、対象者の人数は多く、

「避難行動支援」・「生活支援」に対する「公助」の取り組みについては、支援の必要

性が高い要援護者へ重点化せざるを得ない。 

〇要援護者においては、災害発生時に迅速に避難行動がとれるように、自助により、

平時から避難先や支援者、さらには自らの避難生活を支える物資等を確保しておく

ことが重要である。また、地域団体においては、地域の実情に応じて、共助による

要援護者支援に継続して取り組むことが重要である。 

〇自助・共助の取り組みが確実に進むよう、効果的な「啓発」に取り組む必要がある。 

資料１－３ 
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資料２ 

要援護者の移送支援方策の検討に係る対応状況について 
 

〔調査概要〕 

・災害時に一般の避難所から基幹福祉避難所等の適切な避難先へ要援護者を移送するための

仕組みを検討するにあたり、福祉施設が保有する車両の状況について調査を実施。 

・調査対象は各施設連盟・協会（神戸市老人福祉施設連盟、神戸市身体障害者施設連盟、神戸

市知的障害者施設連盟、神戸市介護老人保健施設協会）の加盟・会員施設とした。 

・調査期間：令和元年 11 月 14 日（木）～12月 13 日（金） 

 

 

〔結果の概要〕 

・全市で計 202 施設より調査回答を得た。 

・計 914 台について災害時要援護者の移送に対する協力可能（運転手の確保を含む）な車両と

して回答を得た。そのうち、車いすのまま乗車できる車両が 556 台、ストレッチャーでの乗

り込みが可能な車両が 225 台となっている。 

・活用可能な車両は、最大乗員数 7 名以上（通常シート）の大型車両が 304 台と最も多く、一

度に複数の要援護者を移送することが期待できる。また、一部施設では 20 名以上乗車可能

なマイクロバスを保有している。 

・人口規模や区域の大きい北区・垂水区・西区では 100 台以上が協力可能である。 

・協力可能な車両のほとんどがガソリン車である。特に大規模災害時にはガソリンの確保が重

要となる。 

・車両から外部機器等への電力供給についてはほとんどの車両が供給不可である。 

・詳細な集計結果は別紙を参照のこと。 

 

 

〔今後の対応等〕 

・調査結果を基に、移送支援の仕組みの具体化に向けて各施設連盟・協会との協議を行う。 
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第６回神戸市における災害時要援護者支援のあり方検討会（議事要旨） 

 

１．日時 令和元年 12月９日（月）13：30 ～ 15：30 

２．場所 神戸市役所１号館 14 階大会議室 

３．議題 

（１）災害時における要援護者の状態に応じた支援のあり方について 

（２）災害時に必要な要援護者情報の活用について 

（３）共助による要援護者支援の取り組み推進 

（４）要援護者の移送支援方策の検討に係る対応状況について 

 

（■委員発言 □事務局発言） 

事務局より、資料１－１から資料１－４まで順次説明。以降、質疑応答。 

 

  ケアプラン等への災害避難情報の記載について、障害者については障害者地域生活支援セン

ター等と協議するとあるが、具体的な協議先はどこか。 

  障害者地域生活支援センター委託事業者以外にも、特定の事業者との協議を想定している。 

  本日欠席の委員より、障害福祉サービス事業者に対しても、ケアプラン同様、セルフプラン

作成時やモニタリング時に災害時の項目を盛り込んでもらうことや、災害時のことを話題に

出してもらうことについて、意識付け、協力依頼をするべきであるとの意見をいただいてい

る。 

  簡易な個別支援計画を作成する対象は、支援が必要、不要の区分をせず、介護・障害サービ

ス利用者全員を対象と考えているのか。 

  全員と考えている。 

  高齢者の場合は、ケアプランで、かなりの対象者をカバーできると思うが、障害者の場合、

サービス等利用計画を立てている方が極めて少ないという点についてどのように考えている

か。 

  障害者手帳１級、２級の方でも、サービス受給者の割合は１割程度である。簡易な個別支援

計画作成については障害福祉サービス事業者にも何らか協力をお願いできないか検討してい

る。障害者の中には介護保険を併用されている方も多く、状況把握に努め、支援につながる

ような形を考えている。 

  障害者区分の認定調査時の勘案事項に入れることは難しいか。 

  検討課題であると考えている。 

  新しい仕組みの導入は、スタートから完了するまでどうしても時間がかかる。まずはモデル

案としてスタートし、意見を反映しながら、最終的な形にしていけばよいのではないか。 

  簡易な個別支援計画について、網羅的に取り組むことは画期的であると思う。カバー率が十

分でなくともまず取り組んでみて、ニーズや避難行動に対する支援が必要かを実態として把

握するだけでも大きな意味がある。取り組みの中で実効性のあるものに改善していってもら

いたい。 

  簡易な個別支援計画作成の取り組みは是非進めて欲しい。また、要援護者について、どこに

参考資料１ 
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どのような方が存在するか、地域別にマッピングが必要であると考える。その上で、それぞ

れの方の避難先を決めておくべきではないか。 

  基幹福祉避難所は直接避難する避難所ではなく、あくまでも災害直後の避難先は一般避難所

であり、そこでの生活が難しいと保健班が判断した場合、移送先の一つとして基幹福祉避難

所があるという位置付けとしてはどうかと考えている。保健班が判断した必要な方のために

ベッドを確保しておく避難所という考え方である。基幹福祉避難所と福祉避難所の違いは、

基幹福祉避難所は災害直後に開設され、福祉避難所は災害発生から５日以内に開設されると

いう時間の経過の違いである。また、民生委員や地域の方が要援護者を発見し、保健師との

電話相談で基幹福祉避難所への移送が適当と判断された場合は、基幹福祉避難所から迎えに

来てもらうような仕組みまで考えていきたい。 

  施設等入所者は避難行動支援としての要援護対象者から外して良いと思う。また、簡易な個

別支援計画作成について、障害者の場合、デイサービスではケアマネジャーのような方もお

らず、障害者地域生活支援センターとの連携もほとんどない。具体的にどのように進めてい

くのか。 

  サービス等利用計画を作成している方は、障害者地域生活支援センターや特定の事業者に協

力してもらうことを考えている。また、サービス等利用計画を作成していない方について、

デイサービスでも何らかの個別計画があるかと思っており、今後の調整ではあるが、その事

業者に協力いただくことを検討したいと考えている。 

  精神障害者について、一般避難所での滞在が難しい場合、どこに移動すべきか。 

  症状の重い方は医療機関となるが、そこまでではない方は一般避難所内の福祉避難スペース

にて、一般の方と交わらない形で過ごしていただけるよう配慮・支援していく。 

  災害時にはＤＰＡＴの支援が入ってくるが、福祉避難スペースでのＤＰＡＴの対応について

も具体的に考えてもらいたい。 

  要援護者が一般避難所でなく、普段通っている施設や知っている施設に直接避難することが

想定され得る。その場合の対応も考えておくべきではないか。 

  基幹福祉避難所や福祉避難所、福祉避難スペースなど、どこで、どれだけ空きがあるのか等、

情報共有のあり方、ＩＣＴ化についてどのように考えているのか。 

  ＩＣＴ化が理想であるが、現状では、保健福祉局の専門チームを立ち上げ、情報を集約し、

各区の保健班へ適宜情報提供していく形となる。 

  基幹福祉避難所の入り口の議論として、直接避難できることが大きな目玉であったはずだ。

現状の整理の中ではやむを得ないとも思うが、簡易な個別支援計画を作成する中で、明らか

に最初から一般避難所では無理だとわかっている方に対しては、直接、避難していただくよ

うな情報提供をしなければ、福祉避難所とどう違うのかということになる。 

  地域の中には直接避難が必要な方もおられると思われる。簡易な個別支援計画を作成する中

で確認していきたい。 

  トリアージ・スクリーニングについてはマンパワーの問題もあるので、保健班が全てを担う

のではなく、神戸市の社会福祉専門職員、社会福祉士会、ＤＷＡＴなども含めて複合的に考

えていく方がよいのではないか。 

  ＣＳＣＡＴＴＴ（「指揮・統制」、「安全」、「情報伝達」、「評価」、「トリアージ」、「治療」、「運
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送」）という災害医療の原則があり、その中でもトリアージが大切である。保健師が経験を積

み、研修を行い、トリアージをしっかり行っていくことが必要であると考える。 

  災害時に保健師がすべてをトリアージすることは本当に難しい。発災直後は自助で対応しき

れないところを行政が担い、３～４日経てば各方面から支援者が入ってくるため、市は受援

側としてコーディネートする方に回ることを想定している。 

  要援護対象者のあり方についても欠席の委員より意見をいただいている。災害時要援護者リ

ストの対象者として、知的障害の方は程度が軽くても、避難の判断や人とのコミュニケーシ

ョンで不安があり、避難行動に支援が必要であると思う。どこに避難してよいかわからない

だろうし、近くの人に声をかけることもできない。療育手帳Ａだけでなく、Ｂ１、Ｂ２の単

身の方も対象に含まれ得るのではないかとのご意見である。 

  要援護対象者として施設等入所者は対象外とすることは適当であるが、台風第19号では小さ

な施設自体が丸ごと被災した例もあり、施設に災害時の行動計画を立ててもらうことも意識

してもらいたい。 

  福祉避難所は災害発生後５日以内に開設とあるが、福祉避難所となっている施設が事業継続

できるのか、小さな施設は機能できているか、受け入れが可能なのか等、情報がばらばらな

状態で中央集約されることについて、仕組みを引き続き検討していく必要があると考える。 

  基幹福祉避難所が21カ所、500名というのは、神戸の人口規模からして少ない。また、障害者

施設の基幹福祉避難所への指定を引き続き検討してもらいたい。 

 

事務局より、資料２から資料４まで順次説明。以降、質疑応答。 

 

  行政が保有する要援護者情報については、一元化は難しいのか。 

  当初は一つの台帳としてまとめていくことを想定していたが、現実的には難しい。それぞれ

の台帳の有用な情報を共有化するような仕組みを検討していきたい。 

  一気に変えていくことは現実的な方法ではない。将来ＩＣＴ化していく上で、台帳に記載す

る基本項目を合わせておくほうがよい。 

  高齢者については、民生委員やあんしんすこやかセンターにより、一定程度、状況把握がで

きていると言える。全国的には高齢者と障害者が対比されるが、東日本大震災でも高齢者に

比べ、障害者の支援がなかなかできなかったことが一つの反省点としてある。 

  災害時要援護者リストは年２回更新とあるが、他の台帳はどのくらいの頻度で更新されてい

るのか。 

  高齢者見守り台帳は、対象者によって民生委員の見守る頻度が一律ではないため、新しい情

報があれば順次更新していく形になっている。 

  障害者見守り台帳は、順次開設している障害者支援センターに見守り支援員を１名配置し、

この支援員が地域の方とどういった形で障害者を見守っていくのか、情報収集、情報連携の

方法などを協議中である。台帳の更新は年１回を想定している。 

  地域による共助の取り組みに、基幹福祉避難所が関わっていくなどの想定はあるか。 

  地域で熱心に訓練等の取り組みをされている団体などには基幹福祉避難所の訓練への声かけ

をしており、防災福祉コミュニティ、ふれあいのまちづくり協議会の方などに参加いただい
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ている。また、北区では来年３月に、医師会と基幹福祉避難所が合同訓練を行う調整をして

いる。 

  積極的に取り組んでいただき、訓練の効果を検証し、改善を重ねてほしい。 

  命を守るということでは避難が第一歩である。高齢のひとり暮らしの方や知的、精神、視覚、

聴覚などの障害の方の避難支援は、共助が基本になると思う。避難訓練、災害対応訓練を通

じ、モデルケースを積み重ねていくことが必要であると考える。 

  災害直後の救命救急期は権限を持っている自治体等が中心となり、災害対応にあたるが、避

難所等へ避難した後については、自治体は後方支援に回り、共助や地域の資源を活用するべ

きである。熊本地震では自治体職員が避難所運営に手を取られ、罹災証明の発行など本体の

自治体業務が遅れたという事例もあった。民間の力、地域住民の力をどう醸成していくかは、

社会福祉協議会の役割が大きいと思う。 

  各施設に依頼している車両に関する調査はいつ集約できるのか。 

  次回１月の検討会時にはお示しできると考えている。 

  車両調査の取り組みは、大変意義があると思っている。災害時のいざという時に何らかの協

力をしてほしいというメッセージにもなっており、施設職員の中にも地域交流していこうと

いう機運が出てくるきっかけになると思っている。 

  要援護対象者のあり方について、乳幼児、妊産婦については、一般避難所ではなく、福祉避

難スペースなど、他の避難者に気を使わなくても良いスペースをしっかり確保して欲しい。 

  今回お示しした資料のうち、別紙１については、災害時の要援護者の捉まえ方ということに

なるが、ケアプラン等による簡易な個別支援計画という考え方を導入することで、地域での

取り組み、対応をより網羅していけるのではないかという考え方をお示しさせていただいた

ものである。また、別紙２については、基幹福祉避難所の位置付けなど、これまでの方向性

を一部変え、一般避難所と福祉避難スペース、福祉避難所と併せて、時間的な切り分けで整

理することが、利用者の方、市民の方に分かりやすいのではないかということで、お示しさ

せていただいた。 

さらに、実際の運用として、災害発生直後の基幹福祉避難所の21箇所、500名の容量は、アナ

ログでも対応できる範囲内ではあるが、他からの応援が入り、福祉避難所が開設する段階と

なれば、市職員の頑張りだけでは難しい。継続的に対応できる仕組みをつくり上げていく

ことが、今後の大きな課題ではないかと認識している。 

  簡易な個別支援計画作成の取り組みは画期的であると思う。取り組みについては是非発信し

ていただき、多くの方に周知をしてもらいたい。 

 

【今後の予定について】 

第７回検討会   令和２年１月 17 日（金） 13：30 ～ 15：30 


